
本
書
の
作
者
と
出
版
に
つ
い
て

「烏
蘭
夫
反
党
叛
国
集
団
」
「内
蒙
古
二
月
逆

流
」
「新
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
」
(以
下
、

原
則
的
に

『内
人
党
』
と
略
す
)
冤
罪
事
件
は

「文
化
大
革
命
」
の
中
で
内
モ
ン
ゴ
ル
地
域
に
お

い
て
起
こ
っ
た
三
大
冤
罪
事
件
で
あ
る
。
中
国

政
府
側
の
統
計
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
文
化
大
革

命
の
中
で

「内
人
党
」
冤
罪
事
件
で
罪
を
着
せ

ら
れ
、
迫
害
さ
れ
た
者
は
合
計
三
四
万
六
千
人

余
り
、
追
害
に
よ
る
死
者
数
は

一
万
六
二
二
ニ

へ
　

　

人

に
達

し

て

い
る
。

こ
れ

は

「当

代
中

国
集

団

冤
罪

事
件

の
最

た

る
も

の
」

と
言

え

る
。

二
〇

世
紀

に
お
け

る
中
国

の
集

団

的
冤

罪
事

件

の
中

で
も
、
死

亡
者

、
被

害
者

数

が
最

も
多

く
、

体

に
障
害

を
負

っ
た
人

、
精

神

的

な
傷

を
負

っ
た

人

も
極

め

て
多

か

っ
た

(同

書

の
序

)
。

『康

生

与

「内

人

党

」
冤
案

』

は
、

文
化

大
革

命

に

お

け

る

「内

人

党
」

冤

罪

事

件

に
焦

点

を

あ

て
、

そ

の
プ

ロ
セ

ス
を
詳

述

し

た
著
作

で
あ

る
。

本

書

の
作
者

の

一
人

図
椚

氏

は
遼
寧

省

ハ
ラ

チ

ン
左
翼

モ

ン
ゴ

ル
人
自

治

旗

出
身

の
モ

ン
ゴ

ル
人

で
、
中

国

の
著

名

な
軍

事

法
学
者

・
刑

法

学
者

で
あ

る
。
彼

は
中

国
解

放

軍
軍
事

検
察

院
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刑
事
検
察
処
処
長
、
同
検
察
院
副
検
察
長
、
軍

事
法
院
副
院
長
、
中
国
共
産
党
中
央
軍
事
委
員

会
法
制
局
局
長
等
の
重
要
な
ポ
ス
ト
を
歴
任
し

た
。
一
九
八
八
年
に
は
少
将
に
昇
格
し
て
い
る
。

本
書
を
執
筆
し
た
時
に
は
、
中
国
法
学
会
理
事
・

北
京
軍
事
法
学
会
会
長

・
北
京
法
学
会
副
会
長

等
の
肩
書
き
を
持
っ
て
お
り
、
林
彪
、
江
青
反

革
命
集
団
訴
訟
事
件
を
含
む
多
数
の
重
大
な
訴

訟
事
件
の
審
理
に
参
加
し
て
い
た
。
『軍
事
法
学

教
程
』
を
編
纂
し
た
ほ
か
、
『剣
盾
春
秋
ー

共

和
国
重
大
事
件
親
歴
記
』

(藩
陽
"遼
寧
人
民
出

版
社
、
一
九
八
八
年
)
等
多
数
の
著
作
が
あ
る
。

も
う

一
人
の
著
者
、
中
国
芸
術
研
究
院
の
祝
東

力

(
一
九
八
七
年
北
京
大
学
修
士
課
程
修
了
、

哲
学
修
士
)
は
図
椚
氏
の
協
力
者
で
あ
り
、
二

人
は
中
国
現
代
史
に
関
す
る
多
数
の
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
作
品
を
共
同
で
発
表
し
て
い
る
。

デ
リ
ケ
ー
ト
な
性
格
を
も
つ
民
族
問
題
に
関

す
る
本
を
出
版
す
る
危
険
性
も
反
映
し
て
い
る

か
、
本
書

は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
党

・
政

府

・
軍
の
指
導
者
、
お
よ
び
中
国
共
産
党
北
京

市
委
員
会

の
指
導
者
等

一
三
人
に
よ
る
審
査
の

後
、
何
度
か
の
修
正
を
経

て
出
版
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

本
書

は
、

一
九

九

五
年

一
二
月

に
中
共

中
央

党

校
出

版
社

よ
り
出

版

さ

れ

る
と

す
ぐ
内

モ

ン

ゴ

ル
自

治

区

・
新

彊

ウ

イ
グ

ル
自

治
区

・
黒
龍

江
省

・
遼
寧

省

・
吉

林
省

・
甘

粛
省

・
青
海
省

・

北

京
等

の

モ

ン
ゴ

ル
人
居

住

地
域

で
大

き
な
反

響

を
呼

び

、
そ

れ

は
海
外

に
ま

で
及

ん

で

い
る
。

第

一
版

第

一
回
印

刷

は

一
万

一
千

冊

が
出

版

さ

れ
、

即
完
売

と
な

り
、
翌

一
九
九

六
年

二
月

に

二
万

五
千

冊

を
増

刷

さ

れ
た

。

四
月

に
、
北
京

の
民
族

出
版

社

と

フ

フ
ホ

ト

の
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民

出
版

社

か

ら

二
種

類

の

モ

ン
ゴ

ル
語

版

が

別

々
に
出
版

さ
れ

た
。

こ

の

こ
と

か
ら

も
そ

の

人
気

の
程
度

が
想

像

で
き

る
だ

ろ
う
。

一
一

本
書
の
構
成
と
内
容

近
代

内

モ

ン
ゴ

ル
社
会

に
お
け

る
主
要

な
政

治
集

団

と

し

て
、

一
九

二

四
年

に
組

織

さ

れ
、

翌

一
九

二
五
年

一
〇

月

に
正
式

に
成

立

し
た
内

モ

ン
ゴ

ル
人
民
革

命

党

は
、

三
〇
年

代
初

期
ま

で
、
内

モ

ン
ゴ

ル
で
活
発

な
活

動

を
行

っ
た
。

一
九

四
五
年

八

月

に
な

る
と

、

ハ
ー

フ

ン
ガ
ー

ら

は
東

モ

ン
ゴ

ル
地

域

で
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民
革

命

党

の
復
活

を
宣

言

し
、

内
外

モ

ン
ゴ

ル

の
統

一
を
目
指

し

て
、
積

極
的

に
努

力

し
た
。

一
九

四

七
年

の
内

モ

ン
ゴ

ル
自

治
政

府

成

立
前

後

、

内

モ

ン
ゴ

ル
人

民

革
命

党

を
存
続

す

る
か

ど
う

か

と

い
う
問
題

を

め

ぐ

っ
て
、

ハ
ー

フ

ン
ガ
ー

ら
東

モ

ン
ゴ

ル

の
代
表

た

ち
と
雲

沢

(
つ
ま

り

オ

ラ
ー

ン
フ
ー
)

の
間

だ

け

で
は
な
く

、
中

国

共
産

党
内

部

で
も

こ
の
問
題

に

つ
い
て
、
繰

り

返

し
討
議

せ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
。

結

局
、
東

モ

ン
ゴ

ル

の
民

族
主

義
者

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民

革
命

党
を
存

続

す

る
願
望

は
実
現

で
き

な

か

っ

た
。
皮

肉

な

こ
と

に
、
当

初

、
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民

革

命

党

の
存

続

に
断

固

反

対

し

て

い
た

オ

ラ

ー

ン
フ
ー

は
、
文

化
大

革
命

の
中

で
、
「新
内

モ
ン
ゴ

ル
人
民

革
命

党

の
党
首

」
「修

正
主

義

モ

ン
ゴ

ル
人

民
共

和

国

の

ス
パ

イ
」
「最

大

の
民
族

分

離
主

義
者

」
と

し

て
、
批
判

さ

れ
た
。
『
康
生

与

「内

人
党

」

冤
案

』

は
、
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民

革

命

党

の
歴

史

を

簡

単

に
描

き

だ

し

た
上

で
、

文

化
大

革
命

期

に
起

こ

っ
た

「内
人

党
」

事
件

の

一
部

終
始

を
述

べ

て

い
る
。

そ

の
構
成

は
以

下

の
通

り

で
あ

る
。

序

(李
徳
生
)

前
言

(図
椚
)

第

一
章

山
雨
欲
来
、

一
九
六
六
年
炎
熱
的
夏
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季
。
前
門
飯
店
会
議
、
空
気
縢
然
緊
張
。

草
原
動
乱
掲
開
帷
幕
、
烏
蘭
夫
的
厄
運

第
二
章

呼
三
司
衝
撃
軍
区
。
大
混
乱
、
中
央

「四

・
=
二
決
定
」。
縢
海
清
初
到
内
蒙
。

北
京
専
機
飛
臨
呼
市
、
伝
単
如
雪
片
従
天

而
降

第
三
章

縢
海
清
的

「敵
情
」。
江
青
的

一
把

火
。
時
代
大
潮
、
泥
砂
倶
下
。
康
生
説

「内

人
党
至
今
還
有
地
下
活
動
。」

第
四
章

康
生
其
人
。
為
排
斥
異
己
而
不
惜
借

刀
殺
人
。
整
風
過
後
、
毛
沢
東
説
:

「康

生
這
個
人

『左
』
得
恨
。
」

第
五
章

内
蒙
古
人
民
革
命
党
。諾
門
牢
大
戦
、

興
安
軍
不
戦
自
退
。
四
三
承
徳
会
議
、
内

蒙
古
東
西
部
宣
告
統

一

第
六
章

一
椿
無
頭
案
。
逼
供
信
、
郭
以
青
又

立

一
功
。
縢
海
清
覆
手
為
雨

第
七
章

第

一
個
少
数
民
族
自
治
区
。
一
場
「残

滅
戦
」。
平
綬
路
上
的
伝
奇
英
雄
。
最
後

一

個

「内
人
党
々
魁
」

第
八
章

軍
区
政
治
部
大
清
洗
。
飽
蔭
札
布
、

軍
中
第

一
個

「新
内
人
党
」。
厳
刑
之
下
、

何
鳴
春
九
死

一
生

第
九
章

盟
旗
制
度
的
淵
源
。
当
代
暴
行
録
。

無
享
的
蕪
羊

第
十
章

膝
海
清
躊
躇
満
志
。
中
央
文
革
磁
頭

会
、
周
恩
来
孤
掌
難
鳴
。
軍
区
招
待
所
、

偽
証
大
展

第
十

一
章

北
京
的
風
向
情
々
転
変
。
康
生
又

占
先
手
。毛
沢
東
只
批
了
両
個
字
:
「照
弁
」

第
十
二
章

「五
・二
二
」
之
夜
、
内
蒙
軍
民
涙

水
湧
氾
。
上
訪
的
人
潮
涌
向
新
城
賓
館
。

区
劃
変
更
、
戦
争
的
危
険
依
然
存
在

第
十
三
章

「
一
二

・
一
九
」
、
軍
令
如
山
。
康

生
疾
言
属
色
。大
薫
条
、
灰
色
的
七
〇
年
代

第
十
四
章

巨
好
之
死
。
中
央

「
四

・
二
〇
」

批
示
、
平
反
進
入
高
潮
。
法
難
責
衆
、
中

国
領
導
人
的
寛
容

第
十
五
章

結
束
語
:
深
刻
的
歴
史
教
訓

有
関

「内
人
党
」
冤
案
大
事
記

践

(廷
慾
)

後
記各

章

の
タ

イ
ト

ル
は
、

テ
ー

マ
と

い
う
よ

り

も

、
キ

ー

ワ
ー

ド
と
呼

ぶ

ほ
う

が
ふ

さ
わ

し
く

、

各
章

の
重

点
を
示

し

て
い
る
。
こ
れ
も

ノ

ン
フ
ィ

ク

シ

ョ
ン
だ

か
ら
許

さ

れ
る

こ
と

で
あ

る
。

第

一
章

に
お

い
て
、
作
者

は
文

化

大
革

命

の

背
景
を
述
べ
た
上
で
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る

文
革
の
き
っ
か
け
と
な

っ
た
、

一
九
六
六
年
五

月
四
日
よ
り
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
中
央
政

治
局
拡
大
会
議
と
、
同
月
二

一
日
か
ら
七
月
二

五
日
ま
で
開
か
れ
た
華
北
局
会
議
、
い
わ
ゆ
る

前
門
飯
店
会
議
、
特

に
そ
れ
ら
の
中
で
起
こ
っ

た
内
モ
ン
ゴ
ル
地
域
に
お
け
る
権
力
転
換
に
つ

い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
作
者
は
文
革
に
お

け
る

「内
人
党
」
問
題
に
対
す
る
最
初
の
言
及

は
こ
の
華
北
局
会
議
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

四
三
日
間
続
い
た
前
門
飯
店
会
議
で
の
激
し
い

論
争
の
あ
と
、
当
時
中
国
共
産
党
中
央
政
治
局

委
員
候
補
、
国
務
院
副
首
相
、
国
家
民
族
委
員

会
主
任
等
多
数
の
重
要
な
職
務
を
担
っ
て
い
た

オ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
、
「反
党
、
反
社
会
主
義
、
反

毛
沢
東
思
想
の
誤
り
、
祖
国
の
統

一
を
打
破
し

独
立
王
国
を
つ
く
る
民
族
分
裂
主
義
、
修
正
主

義
と
い
う
誤
り
を
お
か
し
た
。
彼
は
事
実
上
は

内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
共
産
党
組
織
中
で
も
最

大
な
資
本
主
義
道
を
歩
ん
で
い
る
当
権
派
で
あ

る
」
と
断
罪
さ
れ
た
。
こ
れ
は
の
ち
に
起
こ
っ

た

「内
人
党
」
打
倒
事
件
の
下
地
と
な
っ
た
。

中
国
文
化
大
革
命
に
お
け
る
、
省

・
自
治
区
レ

ベ
ル
の
党
の
第

一
書
記

の
中
で
、
オ
ラ
ー
ン
フ
ー
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は
最
初

に
打

倒

さ
れ
、
批

判

が

最

も
厳

し

く
、

問
題

の
性

質

が

最
も
追
求

さ

れ
た
と

、
作
者

は

指
摘

し

て

い
る
。

第

二
章

は
、

上
海

の

「奪

権

」
闘
争

に

つ

い

て
触

れ

た
上

で
、
当

時

の

「呼

三
司

」
(
フ

フ
ホ

ト
市

紅
衛

兵
第

三
司
令
部

の
略
称

)
、

『
内

モ

ン

ゴ

ル
日
報

』

の

「東
方
紅

戦
闘
隊

」
等

の
造

反

組

織

を
紹

介

し
、
『内

モ
ン
ゴ

ル
日
報
』
社

、
内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区

で
起

こ

っ
た

「奪

権

」

闘

争
、

特

に
内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区

の
四
名

の
モ

ン
ゴ

ル
人

指

導

者

「
孔
飛

(副

司
令

)
、
廷

慾

(
政
治

委

員

)
、

ボ

ヤ

ン
ジ

ャ
ブ

(参

謀
長

)
、

タ

ラ

(政

治
部

副

主
任

)
」
か
ら

な

る

「反
党

集
団

」
の
打

倒

事

件

等

に

つ
い
て
述

べ

て
い
る
。

「内
人

党
」

冤
罪

事

件

を
起

こ
し

た
張

本
人

で
あ
り
、
実

行

者

で
あ

る
縢

海
清

が

こ
の
章

で
は

じ
め

て
登

場

し
、

内

モ
ン
ゴ

ル
自

治

区

党
委

員
会

・
軍
区

の

指

導

者

の
交

代

に
関

す

る
周
恩
来

首

相

の
講

話

(す

な
わ

ち

「中

共
中

央

関

於
処

理
内
蒙

古
問

題

的

決
定

」
、

「
四

.
=

二
決

定
」

と

も

い
う
)

が

取

り

上
げ

ら

れ

て

い
る
。

中

国
共

産

党
中
央

の

こ

の
決

定

に

よ
り
、

内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区

の
数

千

人

が
北

京

に
赴

き
、

講

願

す

る
と

い
う
事
態

が

引

き
起

こ
さ

れ
た

の

で
あ

る

が
、

こ
の
章

で
は

そ

の
軍

人
請

願
活
動

お
よ
び

結
果

に

つ
い

て
も

述

べ
て

い
る
。

第

三
章

で

は
、
「奪
権

」
活

動

の
あ
と

の
、
内

モ

ン
ゴ

ル
自

治
区
指

導
層

の
交

代

、
内

モ

ン
ゴ

ル
革

命

委
員
会

の
成

立
、
「控

粛
」
(
「控

烏
蘭

夫

黒
線

、

粛
烏
蘭

夫
流

毒
」

の
略

称

)
運

動

の
経

過

に

つ
い
て
述

べ
て

い
る
。
「内

人

党

」
の
資

料

を
偽

造

し

た
内

モ

ン
ゴ

ル

の

「風

雲
児

」

の

一

人

、
軍

人
出
身

の
作

家

オ

ラ
ー

ン

バ
ガ
ナ

に

つ

い

て
は
特

に
詳

し

く
述

べ

て

い
る
。

第

四
章

で
は

「内

人
党

」
特

大

冤
罪

事
件

の

首
謀

者

、
支
持

者

で
あ

っ
た
、

当

時

の
中
国

共

産
党

中

央
委
常

務
委

員
康

生

の
起

伏

に

み
ち

た

生
涯

を

記

し

て
い
る
。

第

五
章

で
は
、
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

の

歴
史

に

つ
い

て
簡
単

に
触

れ

て

い
る
。

す
な

わ

ち

、

一
九

二
〇

年
代

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

の
成

立
と

そ

の
後

の
活

動
、

一
九

二
七
年

八

月

に
ウ

ラ

ン
バ
ー
ト

ル
で
開

か
れ

た
同
党
大
会

、

同
党

の
分
裂
、

一
九

三
〇

年
代

の
活
動

、

ノ

モ

ン

ハ
ン
戦
争
当

時

の
状
況

、

お
よ
び

一
九

四

五

年

八
月

以
降

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命
党

の
主

張

、
内
外

モ

ン
ゴ

ル
統

一
運

動

、
「
四
三
承

徳
会

議
」
、
当
時

の
中

国
共

産
党

の
対

モ

ン
ゴ

ル
政
策

等

が
書

か
れ

て

い
る
。

第

六
章

で
は
、

一
九

六

三
年

二
月

に
内

モ
ン

ゴ

ル

・
オ

ラ
ー

ン
チ

ャ
ブ
盟

集
寧

市

で
起

こ

つ

た
、

の
ち

の

「内

人
党

」
事

件

と
関
連

す

る

い

ム　
　

わ

ゆ
る

「
二
〇
六

号
」

事
件

、

お

よ
び

中

国
内

モ
ン
ゴ

ル
で

モ

ン
ゴ

ル
語

の
キ

リ

ル
文

字
化

に

関

連

す

る

「四
三

人
委

員
会

」
事

件
、

「陶

(内

モ
ン
ゴ

ル

・
シ
リ

ン
ゴ

ル
盟

軍
分

区
副

司
令

員

ト
グ

ト

フ
)
、
那

(同
盟
検

察
院

検

察
長

ナ

ム
ジ

ル
ポ

ン
サ
グ

)
、
松

(同

盟
副

盟
長

ソ

ン
ド

イ
ご

事

件

に

つ
い
て
述

ぺ
て

い
る
。
縢
海

清

、
オ

ラ
ー

ン
バ
ガ
ナ
、
郭

以
青

ら

が

で

っ
ち

上
げ

た

「内

人

党
」
資

料

と

一
九

六

八
年

七
月

に
行

わ

れ
た

内

モ
ン
ゴ

ル
革

命
委

員
会

第

三
回
会

議

に

も
触

れ
、
同
年

一
〇

月

一
八

日

に

フ
フ
ホ

ト
市
公
安

機

関
軍
事

管
制

委
員

会

が
発

し
た

、

「内

人
党

」

党

員

に
自

首

を
要
求

す

る
第

一
号

「通

告
」

も

掲

載

し
て

い
る
。

一
九
六

八
年
後

半

に
は
、
「内

人
党

」
に
対

す

る
批

判
闘

争

は
全

自

治
区

お

よ
び
自

治

区
外

の

モ

ン
ゴ

ル
人
居
住

地
域

で
全
面

的

に
展
開

さ
れ
、

高

ま

っ
て

い

っ
た

。
第

七

、

八

、
九

章

で

は
、

文
革

の
中

で
打
倒

さ

れ
た
中

国

共
産

党
内

モ

ン

ゴ
ル
委
員

会
、
自

治

区
政
府

、

大
学

の
主

要

な
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指

導
者

の
境

遇

や
、
内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区
、

お
よ

び

各
盟
、

旗
、

ひ

い

て
は
自
治

区

外

の
遼

寧
省

ハ
ラ
チ

ン
左

翼

モ

ン
ゴ

ル
人
自

治

旗

に
お
け

る

「内

人
党

」
打
倒

の
典

型
的

な
事

例

を
と

り
あ
げ

て

い
る
。

そ

の
中

で
も
、

内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区

に

お
け

る

「内
人

党
」

打
倒

の
実

態

が
最

も
詳

し

く
記
述

さ
れ

て

い
る
。

第
十
章

で
は
、
「内

人
党

」
を
打

倒

す

る
運
動

を
三

つ
の
段
階

に
分

け

て
論

じ

て

い
る
。

こ

の

章

で
は
、

一
九

六

八
年

=

月

二

三
日

に
、
「中

国
解
放

軍
呼
和

浩
特

市

公
安

機
関

軍

事
管

制
委

員
会

」
の
名
義

で
、
「内

人

党
」
お

よ
び

そ

の
変

種
組
織

の
メ

ン
バ
ー

に
自

首

を

要
求

し

た
第

二

号

の

「通
告

」
や

、
同
管

制

委

員
会

と

「呼
和

浩
特

群
衆
専
政

総
指

揮
部

」

が

共

同

で
発

し

た

「
囲
剃

『内
人

党
』

及
其

変

種
組

織
標

語

口
号

」

に
も
触
れ

て

い
る
。

一
九
六
九

年

四
月
、

中

国
共

産
党

第
九

回
全

国
代
表
大
会

の
開

催

に

よ
り
、
「内

人
党

」
打
倒

運
動

は
落

ち
着

き
を

見

せ
は

じ

め
た
が
、

批
判

の
風
潮

は
、
完
全

に
は
消

え
去

っ
て

い
な
か

っ

た
。

こ
れ
が
第
十

一
章

の
内
容

で
あ

る
。

エ
ピ

ソ
ー
ド

と
し

て
、

こ

の
章

で
は
、

周
恩
来

首
相

の
め

い
、
周
乗
健

が
中

学
校

を
卒
業

し

て
か

ら
、

知
識
青
年
と
し
て
内
モ
ン
ゴ
ル
・
シ
リ
ン
ゴ
ル

盟
に

「下
郷
」
し
た
と
い
う
そ
の
時
代
の
内
モ

ン
ゴ
ル
人
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
話
に
つ
い
て

述
べ
た
う
え
で
、
周
恩
来
首
相
が
内
モ
ン
ゴ
ル

に
お
け
る

「内
人
党
」
打
倒
運
動
の
実
際
の
状

況
を
知
る
上
で
、
周
乗
健
か
ら
半
月
ご
と
に
首

相
に
送
ら
れ
た
手
紙
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た

と
推
定
し
て
い
る
。

第
十
二
章
で
は
、
中
国
共
産
党
中
央
二
十
四

号
文
件
、
す
な
わ
ち

「堅
決
貫
徹
執
行
中
央
関

於
内
蒙
当
前
工
作
指
示
的
幾
点
意
見
」
が
内
モ

ン
ゴ
ル
に
伝
え
ら
れ
、
遂
行
さ
れ
た
複
雑
な
プ

ロ
セ
ス
が
書
か
れ
て
い
る
。
「内
人
党
」
事
件
の

元
凶
で
あ
ゑ
膝
海
清
の
処
罰
を
要
求
す
る

「批

判
縢
海
清
連
絡
姑
」
「批
判
縢
海
清
前
線
」
等
の

組
織
が
設
立
さ
れ
、
内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
の
学
生

が
内
モ
ン
ゴ
ル
革
命
委
員
会
核
心
指
導
グ
ル
ー

プ
の
所
在
地
で
あ
る
新
城
賓
館
に
突
入
し
た
事

件
、
ジ
リ
ム
盟
の
請
願
団
が
フ
フ
ホ
ト
に
赴
い

て
行

っ
た
請
願
活
動
等
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を

巻
き
起
こ
し
た
諸
事
件
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
章
の
最
後
で
は
中
ソ
軍
事
衝
突
事
件
等
内

モ
ン
ゴ
ル
を
取
り
巻

い
て
い
た
戦
争
の
暗
い
影

に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
六
九
年

一
二
月

一
九
日
、
中
国
共
産
党

中
央
は

「中
共
中
央
関
於
内
蒙
実
行
分
区
全
面

軍
管
的
決
定
」
(中
発

[六
九
]
八
五
号
文
件
)

を
採
択
し
、
北
京
軍
区
に
内
モ
ン
ゴ
ル
で
全
面

的
軍
事
管
制
を
実
行
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
の

指
示
は
直
ち
に
北
京
軍
区
、
内
モ
ン
ゴ
ル
革
命

委
員
会
核
心
指
導
グ
ル
ー
プ
、
内
モ
ン
ゴ
ル
軍

区
お
よ
び
関
連
す
る
各
野
戦
軍
に
伝
え
ら
れ
、

内
モ
ン
ゴ
ル
で
全
面
的
軍
事
管
制
を
実
行
さ
れ

た
。
第
十
三
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
内
モ
ン
ゴ

ル
に
お
け
る
全
面
的
軍
事
管
制
の
実
行
、
内
モ

ン
ゴ
ル
直
属
機
関
と
包
頭
市
幹
部
か
ら
な
る
唐

な
　

山
学
習
班
の

「学
習
」
の
実
態
、
内
モ
ン
ゴ
ル

指
導
層
の
更
迭
、
オ
ラ
ー
ン
フ
ー
の
復
職

(
一

九
七
三
年
八
月
に
行
わ
れ
た
中
国
共
産
党
十
回

一
中
会
議
で
、
オ
ラ
ー
ン
フ
ー
は
郡
小
平
と
共

に
中
央
委
員
の
職
務

に
復
職
し
た
)
等
に
つ
い

て
紹
介
し
、
牙
含
章
が

一
九
七
四
年
四
月
に
内

モ
ン
ゴ
ル
大
学
で
お
こ
な
っ
た
、
大
漢
民
族
主

義
を
批
判
す
る
内
容

に
触
れ
た
演
説
、
お
よ
び

の
ち
の
彼
の
運
命
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

第
十
四
章
で
は
、
康
生
の
死
お
よ
び
そ
の
後

中
国
共
産
党
が
下
し
た
彼

へ
の
評
価
、
内
モ
ン

ゴ
ル
で

「内
人
党
」
事
件
被
害
者
が
名
誉
回
復
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し
た
プ

ロ
セ

ス
に

つ
い
て
簡

単

に
考
察

し

て

い

る
。
特

別

法
廷

が
林
彪

・

「
四
人
組

」

反
党

グ

ル
ー
プ

を
審

判
す

る
前

後

に
起

こ

っ
た
、
内

モ

ン
ゴ

ル
各

界

の
大

衆

に

よ
る

「内

人
党

」

冤
罪

事
件
首

謀
者
縢

海
清

の
処
罰

を
要

求

し
た
運
動
、

中

国
共
産

党

の
立

場

お

よ
び

縢

海
清

の
そ

の
後

に

つ
い

て
述

べ
て

い
る
。

最

後

の
第
十

五

章

で
は
、
作
者

が
ど

の
よ
う

に

「内

人
党

」
冤

罪
事

件

を

み

て
い
る

の
か

に

つ
い
て
整

理

し

て

い
る
。

三

本
書
の
意
義
と
限
界

本

書

を
書

く

た

め

に

、
作

者

は
歴

史

記

録
、

裁
判

記
録

、
自

分

の
メ

モ
等

を

利
用

し
た

ほ
か
、

三
〇

〇

名

余

り

の
当

事

者

に
対

し

て

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー
を

行

っ
た

が

、

そ

の
中

に

は
自

治

区

・

県

レ

ベ

ル
の
指

導

者

も
数

少

な
く

な

い
含

ま

れ

て

い
る
。

「六

四

」
天

安

門
事

件

の
後
、

ソ
連

・

東

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

に

お

い
て
大

き
な
変

化

が
起

こ

り
、

郡

小
平

が
南

巡
講

話

を

発
表

し
、
中

国
共

産
党

は
懸
命

に
人

々

の
視

線

を
国
内

の
経

済
建

設

や
安
定

団
結

に
集
中

さ

せ
、
多

く

の
内

モ

ン

ゴ
ル
人

の
記
憶

か
ら
文

革

期

の

「内

人
党

」

冤

罪
事

件

が
忘

れ
去

ら

れ

よ

う
と

し

て
い
た
時
期

に
、

作
者

は

こ

の
著

作

を
出
版

し
た

。

こ
れ

は

高

く
評

価

さ

れ

る
べ
き

で
あ

る
。
私

は
、

歴
史

お
よ
び

民
族

問

題
研

究

の
立
場

か

ら
、
本
書

の

以
下

の
面

に
注

目

し
た

い
。

本

書

は
文

革

期

の

「内

人
党

」
冤

罪
事

件

の

経
緯

に
着

目

し

つ
つ
、

同
時

に

一
九

二
〇

1

三

〇
年

代

、

一
九

四

五
年

以
降

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命
党

の
歴
史

を
も
視

野

に
お
さ
め

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に

三

つ
の
異

な

る
時

期

の

「内

人
党
」

を
中

心

に
内

モ
ン
ゴ

ル
史

を
考

察
す

る
と

い
う

試

み
は
、

中

国

で
は

じ
め

て

の
こ
と

で
あ

る
。

中

国

で
は

、
非

漢

人
民
族

主
義

者

た
ち

の
政
治

集

団

が
近

代
史

で
果

し
た
役
割

に
対

す

る
評
価

を
さ

け
、
内

モ
ン
ゴ

ル
で

は
、
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

の
歴

史

に
関

す

る
専

門
的

論
著

は
今

ま

で
誕

生

し

て

い
な

い
。

そ

の
意
味

で
、
本

書

は
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

の
全
歴

史

の
理
解

を
助

け

る
。

も
ち

ろ
ん

、
本
書

の
主

眼

は
文
革

期

の

「内

人
党
」

冤

罪
事

件

を
語

る

こ
と

で
あ

る
。

作
者

は

「内

人

党

」
事

件

の
全

貌

を
描

き

つ
つ
、
内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区

の

「内
人

党

」
打
倒

運
動

、

お

よ

び
千

人

を

も
超

え

る
請

願

者

の
北

京

訪

問
、

各

地
域

に
お

け

る

「内

人
党

」
資
料

の
偽
造

等

の
デ

ィ
テ

ー

ル
も

叙
述

し

て

い
る
。
特

に
付
録

の
年

表

は

「内

人

党
」

冤
罪
事

件

の
プ

ロ
セ

ス

を
述

べ
、
関
連

す

る
文

献
も
列

挙

し

て

い
る

の

で
有

益

で
あ

る
。
実

は
、
す

で
に

一
九
九

一
年

、

郷

維

民

主
編

の

『内

蒙
古

自
治

区
史

』
(内

蒙
古

大

学
出

版

社

)

な

ど

が
文
革

期

の

「内

人

党

」

お
よ
び

そ

の
他

の
冤
罪
事

件

に

つ
い
て
あ

る
程

度
叙

述

し

て

い
る
。
専
門

書

と
比

べ

る
と
、
『康

生
与

「内

人
党

」

冤
案
』

は
通

俗
的

で
読

み
や

す

い
ノ

ン
フ

ィ
ク

シ

ョ
ン
の
体

裁

を
取

り
、
文

化
大

革
命

に
お
け

る
内

モ
ン
ゴ

ル
地

域

の
権
力

闘
争

、
「内

人
党

」
と

そ

の
他

の
冤

罪
事

件
、
人

民

の
抗
争

、
中

ソ
軍

事
衝
突

下

の
内

モ

ン
ゴ

ル

の
緊

張

状
態

、

一
年

五

カ
月

の
軍
事
管

制

、
「毛

沢
東

思
想

学
習

班

・
内

モ

ン
ゴ

ル
班

」
等

を

ド

ラ

マ
チ

ッ
ク
に
描

き
出

し

て

い
る
。

し

か
も
本

書

は

一
部

の
文
革

期

の
資

料

を
直

接

引

用

し

、

そ

の
時
代

の
人

に
は
知

ら
せ
ら

れ

て

い
な
か

っ

た
内

幕

を
披
露

し

て

い
る
。

こ
れ

は
本

書

の
功

績

の

一
つ
と

言
え

よ
う
。

作

者

は
、

ま

た
、

文
化

大

革
命

後

の
林

彪

、

「
四
人
組

」
反

党
グ

ル
ー
プ

の
審

理

の
前
後

に
、

内

モ
ン
ゴ

ル
人

が

「内
人
党

」

冤
罪
事

件

の
元

凶

で
あ

る
元
中

国
共

産
党
中

央
委

員

・
内

モ

ン
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ゴ

ル
自

治
区

革
命
委

員
会

主
任

・
同
自

治

区
軍

区

司
令

で
あ

っ
た
縢

海
清

を
処
罰

さ
せ
よ

う
と

努
力

し
た

こ
と
、

さ
ら

に
、
縢
海

清

を
処

罰
す

る
か

ど
う

か
を

め
ぐ

っ
て
、
廷
慰

と

黄
克

誠

(当

初
中

国

共
産

党
中
央

紀
律

検
察
委

員
会

常
務

書

記

)

の
間

に
起

こ

っ
た
論

争

に

つ

い

て
も
記

述

し

て

い
る
。

一
九

八

一
年

一
一
月

、
中

国
共

産

党

中
央

の
林

彪
、
「四
人
組

」
の
審

判

に
関

す

る

会

議

で
、
廷

懸

は
膝
海
清

を
処

罰

し
な
け

れ
ば

内

モ

ン
ゴ

ル
人

の
憤
激

を
し
ず

め

ら

れ
な

い
と

強

く

訴

え

て

い
た
。
当

時
、

こ

の
会
議

に
参

加

し
た

者

は
八

つ
の
組

に
分
け

ら
れ

、
廷

慾

の
主

張

は
五

つ
の
組

で
共
鳴

を
得

た
が

、
中

南

地
区

組

等

三

つ
の
組

は
縢
海

清

を
追

及

し
な
か

っ
た

か
、

あ

る

い
は
放
置

し

て
お
く

べ
き

と
主

張

し

た
。

結

局
、
内

モ

ン
ゴ

ル
人

の
要

求

は
実

現

さ

れ
ず

、

縢
海
清

は
法

律

に
よ
る
制

裁

を
逃

れ

て

し
ま

っ
た
。

作
者

は
、
縢
海

清

ら
元

凶

の
罪

を

糾

弾

す

る
と
同
時

に
、

そ

の
結
果

に
対

し

て
無

力

感

を
表

明
し

て

い
る
。

「内

人
党

」
冤
罪

事
件

か
ら
名
誉

回

復

に
至

る

ま

で

の
苦

難

の
道

を
述

べ
る
際

、
本
書

は
意
識

的

に

一
九

八

一
年

に
内

モ

ン
ゴ

ル
地

域

で
起

こ

っ
た

モ
ン
ゴ

ル
人
学
生

運
動

に

つ
い
て
も

言

及

し

て
い
る
。

こ

の
運
動

が

、
縢
海

清

を
法

律

で
制
裁

す

る
よ

う
に
と

い
う
主

張

と
関

係

し

て

い
る

こ
と

に

つ

い
て
も
簡

単

に
記

し

て

い
る
。

記
述

は

ほ
ん

の
数
行

で
あ

る
が
、
中

国

で
公

に

こ
の

モ
ン
ゴ

ル
人

学
生
運

動

を
言

及

し
た

う
え

で
し
か
も
批

判

し
な

か

っ
た
事

例

は
、

こ
れ
が

初

め

て
で
あ
り
、

作
者

の
勇

気
と

使
命

感

を
あ

ら

わ
し

て

い
る
。

明
ら
か

に
、
作

者

は
大

量

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命
党

、

お
よ
び
文
革

期

の
重

要
史

料

を
把

握

し

て

い
る
。

し
か

し
、

す

で
に
述

べ
た

よ

う

に
、
本
書

は
あ

く
ま

で
も

ノ

ン
フ

ィ
ク

シ

ョ

ン

で
あ
り
、

学
術
専

門
書

で
は
な

い
。

中
国

の
国

情

に

よ
る
制
限

の
た

め

に
、

彼

ら

は
本
書

を
書

く
時

一
部

の
歴
史

史
料

を
利

用

し

な
か

っ
た

の

で
、
不
充

分

な
と

こ
ろ
も

い
く

つ
か
残

さ
れ

て

い
る
。

そ

の

い
く

つ
か

に

つ

い
て
述

べ
て

み
た

い
。一

九

二
七
年

八
月

か

ら
日
中

戦
争

期

ま

で

の

内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命
党

の
歴

史

に

つ

い
て
、

本

書

も
触

れ

て

い
る
が
、

主

に
回

想
録

に
基

づ

い
て
書

か
れ

、
そ

の
記
述

は

や
や
偏

っ
て

い
る
。

例

え
ば

、
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民

革
命

党

の
党
名

に

つ
い
て
、
本
書

は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

す

な

わ
ち
、
「
一
九

二
七
年

八
月

に
ウ

ラ

ン
バ
ー

ト

ル
で
行

わ

れ
た
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命
党
中

央

委
特
別

会
議

で
、

同
党

執
行

部

は

"内

モ

ン

ゴ

ル
国

民
党

を

『
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命

党

』

と
改
名

す

る
"
と
決

定

し
た

」
。
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革
命
党

の
党

名

に

つ
い
て
は
、

学
会

の
中

で

見
解

が
分
か

れ

て

い
る
。

本
書

が

こ
の
解
釈

を

示
し

た
後
、

一
部

の
学
者

は

こ

の
見
方

を
受

け

入
れ

、
さ
ら

に
そ

の
上

で
新

し

い
論

を
展
開

し

た
。
例

え
ば

、
星

野
昌
裕

氏

は

「
一
九

二
七
年

八
月
改
組

以
前

を

『内

モ
ン
ゴ

ル
国
民
革
命

党
』
、

改
組

以
降

を

『内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

』
と　　

　

し

て
理
解

す

べ
き

で
あ

る
」

と
主
張

し

て

い
る

が
、

こ
の
説

は
適

切

で
は
な

い
。
内

モ

ン
ゴ

ル

人

民
革
命
党

の
党

名

に

つ
い
て
、
拙

著

「中

国

共
産

党

の
文

献

に

み

る
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

(
一
九

二

五
～

三

四
年

)
」

で
、

モ

ン
ゴ

ル

語

、

ロ
シ

ア
語

、
中

国
語

等

一
次
資

料

に
基

づ

い
て
、

す

で
に
詳

し
く
述

べ
た

が
、

こ

こ
で
そ

の
結
論

の

一
部

を
紹

介

す

る
と
、

内

モ
ン
ゴ

ル

人
民

革
命

党

の

】)
o
言
着
α
¢
ヨ
8

0Q
y
o
l-u
n
ara
d
-

u
n
q
u
b
isg
a
ltu
n
am

と

い
う

モ
ン
ゴ

ル
語

の
党

名

は
、

同
党

が
創

立

し

て
か
ら
終

始
変

わ

っ
て

い
な

い
。

一
方
、

一
九

三
四
年

ま

で

の
中

国
語
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の
文
献
で
は
「内
蒙
古
国
民
党
」
「内
蒙
古
国
民

革
命
党
」

「内
蒙
古
民
族
党
」
「内
蒙
古
人
民
革

命
党
」

「内
蒙
古
平
民
革
命
党
」
「内
蒙
古
貧
民

革
命
党
」
等
と
表
記
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

中
国
語

の
訳
名
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
の
訳
名
に

　
　
　

基

づ

い
て
、
同
党

の
性

格

を
説

明

で
き

な

い
。

ま
た
、

本
書

は
中
国

の

一
般

な
通

説

と
同

じ

よ
う

に
、

内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党

は
成

立

し

て
か
ら
中

国
国
民

党
、

共

産
党

、

コ
ミ

ン
テ

ル

ン
の
指

導

を
受

け

た
と

さ

れ

て

い
る
。

当

初

、

内

モ
ン
ゴ

ル
人
民
革

命

党

は

コ
ミ

ン
テ
ル

ン
の

指
導

を
受
け
た
と

い
う

の
は
偽
り

で
は
な

い
が
、

中

国
国
民

党
、
共
産

党

の
指
導

も
受

け

た

と
言

う

の
は
大

げ

さ
な
話

で

あ

る
。

モ

ン
ゴ

ル
人

民

革
命

党
、

コ
ミ

ン
テ

ル

ン
こ
そ
内

モ
ン
ゴ

ル
人

民
革

命
党

の
指
導
者

で

あ
り

、
同
党

の
最
大

の

な
　

援
助

者

で
も
あ

っ
た
。

一
九

二
七
年

か
ら

ウ

ラ

ン
バ

ー
ト

ル
に
移
転

し

た
内

モ

ン
ゴ
ル
人
民

革

命
党

指
導

部

は
、

コ

ミ

ン
テ
ル

ン
の
指

示

に

よ

り
、

一
九

三
〇
年

代

に
解

散

し
た

が
、

そ

の
経

緯

は

ま
だ
解

明

さ
れ

て

い
な

い
。
同
党

を
解

散

し
た
時

期

に
関

し

て

は

一
九
三

二
、

一
九
三

三
年

等

い
く

つ
か

の
説

が

あ
る
が

、
ど

の
説

で

も

コ
ミ

ン
テ

ル

ン
、

ロ

シ
ア
共
産

党
、

モ

ン
ゴ

ル
国

側

の
証

明

で
き

る

文
献

を
発

見

で
き

な
か

っ
た

。
本

書

は

一
九

三

三
年

と

い
う
説

を
採

用

し

て

い
る
が

、
そ

の
出

典

を
明
示

し

て

い
な

い
。

内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革
命

党
指

導

部

は

一
九

三

〇
年

代

に
ウ

ラ

ン
バ
ー

ト

ル
で
解

散

し

た

が
、

そ

の
後
、

同
党

は
オ

ル
ド

ス
、
東

モ

ン
ゴ
ル

で

も
活

動

を
行

っ
て

い
た
。

本
書

は
日
中

戦
争

期

に
お
け

る
同
党

の
東

モ

ン
ゴ

ル
地

域

で

の
秘

密

活
動

に
言

及

し

て

い
る
が
、

や

は
り

回
想
録

に

基

づ
く

も

の
で
、

そ

の
事

実

に
対

し

て

は
さ
ら

に
詳

細

な
研
究

が
必

要

で
、
引

用

す

る
際

に
は
、

慎
重

に
判

断
す

べ
き

で
あ

る
。

文

化
大

革
命

期

の

「内

人
党

」

冤
罪

事
件

自

体

に

つ
い
て
は
、
作

者

が
軍

人
出

身

で
、
軍

隊

内
部

の
資

料

を
容

易

に
収

集

で
き

る
た

め

か
、

本
書

は
文

革
期

の
内

モ

ン
ゴ

ル
軍

区

に

お
け
る

「内

人
党

」
打
倒

運
動

に

つ
い
て

の
記
述

が
最

も

詳

し

い
。
し

か
し
、

自
治

区
政

府

、
大

学
等

他

の
組

織

に

お
け

る

「内
人

党

」
批

判
運

動

に

つ

い
て

は
表

面
的

紹
介

に
留

ま

っ
て

い
る
。

第

十

五
章

で
、
作

者

は

「内

人

党
」

冤
罪

事

件

を
総
括

し

た
が
、

政
治

的

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

の

た
め

に
、
そ

の
反
省

は
保

守
的

な

も

の

に
な

っ

て
し

ま

っ
た
。
作

者

は
文

化
大
革

命

期

に
中

国

で
盛

ん

に
な

っ
た

「
民
族
消

滅
説

」
、
お

よ
び
官

僚

主
義

、
法

律

の
無
視

等

を
批
判

し

て

い
る
。

一
方

で
、

「内

人

党
」

冤
罪

事
件

を
康

生
、

「
四

人
組

」

と

い
う
個

人

の
罪

と

し

て
簡
単

に
片
付

け

て
し

ま

っ
て

い
る
。

廷
懸

の
手

紙

を
賊
文

で

示

し

て

い
る
が

、
廷

懸

は
そ

の
手
紙

の
中

で
、

一
九
九

〇
年

代
初

期

の
ソ
連

・
東

欧

の
崩
壊

を

参
考

に
戒

め
る

と
し

て
、

一
九

八

一
年

に
自

分

が
提

出

し

て

い
た
主
張

を
否

定

し
、
当

時

の
中

国

共
産
党

の
対
応

を
英

断

と

み
な
し

て
感

謝
す

る
気

持

ち
を
表

明

し

て

い
る
。

こ
れ

は
作
者

が

や

む

を
得

ず

そ

う

し

た

の
か

も

し

れ
な

い
が
、

現
在

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

の
実

際

の
心

理
状
態

を

か

な
り

の
程
度

反

映

し

て

い
る
。

内

モ

ン
ゴ

ル

で
、

こ

の
よ

う
な

見
方

を

も

っ
て

い
る

モ

ン
ゴ

ル
人
知

識
人

は
ま
だ
少

な
く

な

い
と
思

わ
れ

る
。

文

化
大

革
命

に
お
け

る
内

モ

ン
ゴ

ル
、
「内

人

党

」
と

そ

の
他

の
冤
罪

事
件
等

は
、

ま
だ
解

明

さ

れ

て

い
な

い
点

が
多

い
。
「内
人

党
」
冤
罪

事

件

、

お
よ
び
文

化
大

革
命

期

の
内

モ

ン
ゴ

ル

に

対

す

る
研

究

は
さ

ら
な

る
深

く
、

詳
細

な
研
究

が
必

要

で
あ

る
。

『康

生

与

「内
人

党
」

冤
案

』

は
そ

の
最

初

の
第

一
歩

と
言

え

よ
う
。
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注〈
1
>

文
革
期
、

「内
人
党
」
冤
罪
事
件
を
含
む
、

内

モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
各

冤
罪
事
件

に
よ
る
死

者
数
合
計

は
二
万
七
九
〇
〇
人
を
超

え
、
体
に

障
害
が
残

っ
た
者

は

一
二
万
人
余

り
に
達
し
て

い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
数
字
に
関

し
て
海
外
の

学
者
は
異
な
る
見
解
を
持

っ
て
い
る
。

〈
2
>

一
九
六
三
年
二
月
六

日
、
内

モ
ン
ゴ

ル
自

治

区
オ

ラ
ー

ン
チ

ャ
ブ

盟
集
寧

市

の
郵
便
局

で
、
「
モ

ン
ゴ

ル
人
民
革
命
党
第

二
回
代
表
大

会
」
と

「
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
委
員
会
」
の

名
義

で
、

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
ウ
ラ
ン
バ
ー

ト
ル
市

の
あ
る
者

に
宛

て
ら
れ
た
手
紙
が
見

つ

か

っ
た
。

こ
の
手
紙

は

「
一
九
六

一
年

=

月

二
六

日
に
二
三
名

の
代
表

が
参
加
し
た
第

一
回

大
会

が
お
こ
な
わ
れ
た
」
「最
近
、
さ
ら
に
四
三

名

の
代
表
が
参
加

し
、
第

二
回
党
大
会
が
開
催

さ
れ
た
」
と
述

べ
、

一
九
六

二
年

一
二
月

に
中

国
と
モ
ン
ゴ

ル
人
民
共
和
国

の
国
境
線
を
画
定

し
た

こ
と
に
対
す
る
不
満

を
表
明
し
、
中
国
共

産
党

の
民
族
政
策
を
強

く
批
判
し
て

い
る
。
ま

た
、
内
外

モ
ン
ゴ

ル
合
併

を
主
張
し
、

そ
の
活

動
方
針

や
措
置
な
ど
に

つ
い
て
も
述

べ
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
重
大
な
事
件

と
し
て
捜
査
さ
れ

た
が
、
結
局
解
決

で
き
な
か

っ
た
。

〈
3
>

内

モ
ン
ゴ

ル
で
全
面
的

に
軍
事
管
制
を
実

行
し
た
後
、

一
九
七
〇
年

一
月
に
内

モ
ン
ゴ

ル

自
治
区
お
よ
び
各
盟

・
市

の
幹
部
が
、
中
央
か

ら
の
指
示
で

「毛
沢
東
思
想
学
習
班
」
を
組
織

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
を
自
治
区
外

に
送
り

「勉

強

」
さ
せ
た
。

そ

の
中

で
も
、
内

モ
ン
ゴ
ル
革

命
委
員
会
機

関
と
各
盟

・
市
革
命
委
員
会

の
幹

部

は
北
京
西
郊

の
空
軍
学
院

に
送

ら
れ
、
「空
軍

学
院
学
習
班
」
と
呼
ば
れ
た
。

一
方
、
自
治
区

直
属
機
関
と
包
頭
市
幹
部
学
習
班

は
河
北
省

の

唐

山
に
お
く
ら
れ
、

「唐
山
学
習
班
」

と
呼
ば

れ
、
フ
フ
ホ
ト
市

・
イ
フ
ジ

ョ
ー
盟

(現
在

の

オ

ル
ド

ス
市
)
学
習
班

は
山
西
省

の
陽
高
に
送

ら
れ
、

バ
イ

ン
ノ
ー
ル
盟
学
習
班

は
河
北
省

の

宣
化
に
送
ら
れ
た
。

〈4
>

星
野
昌
裕

「内

モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党

と

中
国
共
産
党
に
よ
る
地
域
統
合
-

二
〇
世
紀

半

ば
ま

で

の
政

治

展
開

」
『
ア
ジ

ア
研

究

』
第

四

四

巻
第

四
号

、

一
九
九

九

年

。

〈
5
>

呼

斯

勒

「中

国

共

産

党

の
文

献

に

み

る
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民

革

命

党

(
一
九

二

五

～

三

四

年

)
」

『言

語

・
地

域
文

化

研
究

』

第

八
号

、

二

〇

〇

二
年

。

〈
6
>

こ

の
時

期

の
内

モ

ン
ゴ

ル
人

民
革

命

党

と

モ

ン
ゴ

ル
人

民

革

命

党

、

コ
ミ

ン
テ

ル

ン
と

の

関

係

に

つ

い
て

は
、

二
木

博

史

「ダ

ム

バ
ド

ル

ジ

政

権

の
内

モ

ン
ゴ

ル
革

命
援

助

」

『
一
橋

論

叢

』
第

九

二
巻

第

三

号

、
一
九

八

四

年

、
〉
ヨ

。
o
タ

C
h
risto
p
h
er,
"
T
h
e
E
ast
M
o
n
g
o
lia
n
R
ev
o
lu
-

tio
n
an
d
C
h
in
ese
C
o
m
m
un
ism
,"
M
o
ng
olia
n

S
tu
d
ies
,N
o
.
15
(
19
9
2
)
を
参

照

。
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